
公告第AOO3号
令和6年2月27日

公 告

分任契約担当官
自衛隊東京地方協力本部長

横田紀号

以下のとおり一般競争入札を実施するので、 「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加され
1入札事項

契約実施計画番号
4PDY1AMOOO30

｜ 調達要求番号
4PDY1A100030001

品名または

ｌ
Ｔ
一
陣

物品番号 -董一量

凸

就職援護用タブレット賃貸借

部品番号または規格

仕様書のとおり

使用器材名

数 量 ｜単位’ 銘
100 I ST |

納地または工事場所
東京地本

搬入場所

使用期限等｜ グループ ｜指定|検査|包装
’ ｜ ｜

引渡場所

柄

納期または工期

令和6年4月1日（月）～令和7年3月31日（月）

競争参加資格

次のいずれかであること ‐

全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。
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3契約条項を示す場所 、

自衛隊東京地方協力本部総務課会計班

説明会及び入札執行の日時場所・

説明会日時場所：

入札日時場所 ：令和6年3月12日（火） 10時00分自衛隊東京地方協力本部広報展示室

4

5保証金

入札保証金：免除契約保証金：免除

6落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額契約方式：一般競争

7注意事項

（1）入札の方法

ア落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10 （軽減税率対象品目については100分
の8）に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときには、その端数金額を切り捨てるものとす
る。）をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問
わず、見積もった金額の110分の100 （軽減税率対象品目については108分の100）に相当する金額を入札書に
記載すること。

イ予定価格の範囲内で最低の価格をもって申込をしたものを落札者とする。
ウ落札者となるべき最低入札者が2人以上ある場合は、 くじ引きにより落札者を決定する。

（2）契約の締結

契約締結については令和6年4月1日付とする。

（3）契約書作成の要否

ア契約金額が50万円以上の場合は請書、 150万円を超えた場合又は部分払いに該当する場合には契約書を作成し提出
すること。契約書等の記赦要領等の細部については、落札決定後落札者に説明する。
イ適用する契約条項

「役務請負契約条項」
「談合等の不正行為に関する特約条項｣．
「暴力団排除に関する特約条項」 ．
「部分払いに関する特約条項」 ※支払回数が複数回の場合



（4）競争に参加する者に必要な事項

ア予算決算及び会計令(昭和22年勅令165号)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人
又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
イ予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

ウ大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止措置等
の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

エ前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製
造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

オ原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停
止権者が認めた場合には、この限りではない。

カエの「資本関係又は人的関係のある」場合とは、入札及び契約心得第3章第12項第2号に定める基準のいずれかに該
当する場合をいう。

キ競争参加資格の年度は令和4．5．6年度とし、関東甲信越地域の資格を有する者とする。

ｊ５
ア
イ
ウ
エ

く 入札の無効

（4）に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札又は入札に関する条件に反した入札
入札金額が明瞭でない入札及び入札者が誰であるか識別しがたい入札

電報及び電話による入札

暴力団排除に関する誓約に虚偽があった場合または契約に反する事態が生じた場合

（6）違約金

天災地変、その他契約相手方の責に帰しがたい理由がある場合を除き、落札者が契約締結に応じない場合は、落札価格の
100分の5以上、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上を違約金として徴収する。

（7）支払いに関する事項

支払時期は、履行完了後とし、支払回数については落札者と官側で調整するものとする。

:辮柵
（8）その他

ア入札及び契約に関する詳細は「入札及び契約心
イ郵便等による入札は、入札書を内封筒に入れ、
し、入札日の前日 （入札日の前日等が閉庁日の場
とする。

ウ入札者が代表者の代理の時は、入札時に委任状

エ入札に参加する者は､入札日の前日までに「資格審査結果通知書(写)」を提出すること。
オ初度入札で郵便入札による入札があった場合の再度入札の時期は、次のとおりとする。
日時：令和6年3月14日（木） 10時00分場所：自衛隊東京地方協力部広報展示室

れたい°

名・入札日時・件名及び入札書在中と朱書きにより明記

前直近の開庁日） 17時00分までに担当者必着分を有効

(メール可）

（8）入札に関する事項の問い合わせ先

自衛隊東京地方協力本部（東京都新宿区市谷本村町10番1号）
メールアドレスadml-tokyo@pco.mod.go.jp(admの次は数字の1)

※メールを送信した場合は、必ず着信の確認をすること。
ア入札・契約等に関するお問い合わせ

総務課会計班今村

TEL O3-3268-3111 内線48045

イ仕様内容等に関するお問い合わせ

総務課管理班内澤
TEL O3-3268-3111 内線48052



1

仕 様 書

凸

1適用範囲

この仕様書は、

規定する。

自衛隊東京地方協力本部で使用する就職援護用タブレットについて

2契約期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日までとする。

3役務に関する要求

(1) 役務内容

・ タブレット端末13台の借用及び通信サービス

(2) ア

人口カバー率が99％以上であること。また、電波状況等使用環境上の問題が生

じた場合には、その改善対応について、官側と調整すること｡

料金プラン

毎月の通信料は定額とし、データ容量は50GB/台以上のものとすること。ま

た、データ量超過後は、速度制限により追加料金なしで使用可能なこと。
態勢

請負業者において本件調達を実施･統括する部門はISO/IEC27001認定を取得して

いるか、またはそれに準ずる情報セキュリティ態勢が整っていること。

(3)

(4)

'

作 成
伊 ●

年,月日

所 属

階級・氏名

令和6年2月22日

自衛隊東京地方協力本部援護課

防衛事務官烏田英和

名
ロ
ロロ 就職援護用タブレット賃貸借 オ

数 量 1式

連番 使用部署 台数

1 東京地域援護センター（本部）城南 1

2 東京地域援護センター（本部）城北 1

3 東京地域援護センター（本部）城東 1

4 地域援護センター市ヶ谷駐屯地援護室 1

5 地域援護センター朝霞駐屯地援護室 1

6 地域援護センター練馬駐屯地援護室 1

7 地域援護センター立川駐屯地援護室 1

8 地域援護センター東立川駐屯地援護室 1

9 十条駐屯地援護室
比

1

10 三宿駐屯地援護室 1

11 目黒駐屯地援護室 1

12 小平駐屯地援護室 1

13 用賀駐屯地援護室 1
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タブレット端末本体の形状および機能

日本および米国内メーカー製に限る。

LTEモデル(4G以上、Wi-Fiに対応）でインターネットに接続可能であ

ること。

タブレット端末は一般的なサイズとし、ディスプレイサイズは9インチ以上であ

ること。

OSは､AndroidまたはiOSとし、最新の状態とすること。
メール機能が使用できること。

カメラ機能を有し、インカメラ、アウトカメラともに120万画素以上であるこ

と。

TV会議機能に対応すること。

RAMは4GB以上(iOSに限り3GB以上も可)､ROMは32GB以上で

あること。

付属品として、充電器等を1台に対しそれぞれ添付すること。
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（1）

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

5サプライチェーン・リスクへの対応

本役務の実施にあたり、契約の相手方（下請負業者、再委託先等を含む｡）は、携

帯電話本体の借用及び通信利用について、情報の漏えい若しくは破壊又は機能の不正

な停止、暴走その他障害等のリスク （未発見の意図せざる脆弱性を除く｡）が潜在す

ると知り、知り得べきソースコード、プログラム、電子部品、機能等の埋込み又は組

込みその他官側の意図せざる変更を行わず、かつ、そのために必要な相応の管理を行

うこと。

出荷条件等

タブレット端末等を適宜個包装し納入すること。

納入場所

東京都新宿区市谷本村町10－1 自衛隊東京地方協力本部

6

（1）

（2）

7保守

(1) 使用するネットワークおよび通信に関して､不正アクセスや妨害が無いよう24

時間365日監視・運用されていること。

(2) 紛失等が発生した場合、遠距離操作で使用不可にできること。

(3)保守または修繕態勢が確立しており、営業時間内の故障発生時に迅速に対応でき

ること。

(4) 通常使用の場合の故障に対して、契約期間中は無償で修理又は同一機種に交換す
ること。

8提出書類

（1）使用明細書

毎月提出すること。

(2) ．タブレット端末のシリアル番号一覧表

端末納入時に提出する書類

（3） 提出場所

東京都新宿区市谷本村町10－1 自衛隊東京地方協力本部






